
昭
和
4
9
年
度
音
楽
学
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
調
査
研
究
報
告

　
　
　
　
　
遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
1
太
平
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舞
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中
心
と
し
て
一

〉
ω
ε
身
O
囲
．
q
口
づ
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－
ゆ
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q
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口
首
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、
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ひ
q
伽
O
≦
昌
貯
O
σ
q
犀
巳
（
ウ
圖
Y
ω
耳
ぎ
①

小

野

功
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本
楽
音
楽
学
専
攻
で
は
、
例
年
「
法
会
及
び
祭
礼
の
実
態
調
査
・
研
究
」
を
目

的
に
掲
げ
、
法
会
・
祭
礼
に
行
わ
れ
る
芸
能
音
楽
の
採
集
調
査
を
実
施
し
て
来
た

が
、
本
年
度
は
、
静
岡
県
周
智
郡
森
町
近
辺
に
伝
承
さ
れ
る
山
名
神
社
の
舞
楽
と

小
国
神
社
十
二
段
舞
楽
の
二
つ
の
芸
能
の
採
集
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
地
域
を
中

心
と
す
る
遠
江
一
円
に
は
、
奥
羽
、
越
後
、
若
狭
・
丹
後
、
隠
岐
な
ど
の
諸
地
方

と
並
ん
で
、
民
俗
芸
能
化
さ
れ
た
舞
楽
の
分
布
が
可
成
り
広
範
に
亘
っ
て
存
在
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
舞
楽
も
そ
う
し
た
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
遠

江
地
方
の
こ
う
し
た
芸
能
に
つ
い
て
は
、
本
田
安
次
氏
が
自
著
『
延
年
』
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1

紹
介
さ
れ
て
い
る
他
に
も
『
二
・
三
の
研
究
者
の
調
査
報
告
』
を
散
見
す
る
が
、

い
ず
れ
も
芸
能
研
究
の
立
場
よ
り
調
査
報
告
で
あ
り
、
音
楽
な
立
場
よ
り
の
調
査

報
告
は
寡
聞
な
が
ら
知
り
得
な
い
。
そ
こ
で
私
達
は
、
音
楽
的
内
容
の
把
握
を
中

心
の
目
的
と
し
て
、
こ
の
目
的
に
副
っ
て
採
集
調
査
を
実
施
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
調
査
は
、
七
月
十
二
日
よ
り
十
五
日
の
四
日
間
に
亘
っ
て
行
っ
た
。
本
学
か
ら

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

は
、
仲
氏
、
酒
井
氏
、
馬
場
氏
、
大
谷
氏
、
大
原
氏
、
申
重
氏
、
平
野
氏
、
小
野

氏
の
八
人
の
教
員
及
び
、
音
楽
学
専
攻
三
回
忌
四
十
二
名
、
教
務
係
辻
野
氏
が
参
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

加
し
た
。
採
集
器
機
と
し
て
は
、
V
T
R
録
画
機
、
録
音
機
、
八
ミ
リ
撮
影
機
、

文
献
・
記
録
撮
影
用
写
真
機
な
ど
大
量
の
機
器
を
動
員
し
、
網
羅
的
な
調
査
を
企

図
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
採
集
資
料
の
整
理
作
業
は
今
な
お
続
行
中
で
あ
る

が
、
今
回
は
取
敢
ず
そ
の
第
一
次
報
告
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
し
て

小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
の
調
査
結
果
概
要
と
、
こ
こ
に
行
わ
れ
る

「
太
平
楽
舞
」
に
つ
い
て
の
拙
考
を
小
論
に
ま
と
め
て
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

註
1
本
田
安
次
著
「
延
年
」
六
、
遠
近
の
舞
楽

ω
小
国
神
社
の
舞
楽
（
℃
●
　
H
O
一
㊤
～
唱
・
　
H
O
N
心
。
）
　
（
木
耳
社
、
昭
“
）

他
に
上
杉
千
年
著
「
国
遠
に
お
け
る
舞
楽
」
　
（
芸
能
復
興
巻
9
　
昭
3
1
）

田
中
勝
雄
著
「
静
岡
県
芸
能
史
」
　
（
静
岡
県
郷
土
芸
能
保
存
会
　
昭
3
6
）

一
＝

な
ど



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

第
一
項
十
二
段
舞
楽
の
変
遷
と
概
要

　
『
小
国
神
社
』
　
（
写
真
1
・
図
1
参
照
）
は
袋
井
市
よ
り
北
へ
約
二
十
キ
ロ
、

正
確
に
は
静
岡
県
周
智
郡
森
町
に
在
り
、
袋
井
市
へ
注
ぐ
太
田
川
の
上
流
、
山
麗

の
山
懐
に
抱
か
れ
た
静
か
な
追
い
の
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
紀
伝
に
よ
る

と
、
欽
明
天
皇
十
八
年
に
祭
神
を
大
己
貴
命
と
し
て
草
創
さ
れ
、
爾
來
建
武
年
中

迄
勅
使
の
参
向
が
慨
怠
な
く
行
わ
れ
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
故
で
も
あ
ろ

う
遠
江
「
宮
と
も
称
さ
れ
、
遠
州
一
円
の
総
社
的
な
存
在
と
し
て
今
日
に
至
っ
て

憲

灘
、

麟灘
写真1小国神社境内

い
る
。

　
こ
こ
に
伝
え
ら
れ
る
「

十
二
段
舞
楽
」
は
、
例
年

四
月
十
七
日
・
十
八
日
の

両
日
に
亘
っ
て
行
わ
れ
る

当
社
大
祭
に
奉
納
さ
れ
る

も
の
で
、
近
在
の
氏
子
中

の
有
志
者
達
の
手
に
依
っ

　
　
　
　
　
註
2

て
行
わ
れ
る
。
『
往
古
は

社
家
や
神
宮
寺
の
社
僧
』

に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ

る
が
、
当
今
は
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
氏
子
中
の
人

々
の
手
に
な
り
、
舞
楽
保

存
会
の
如
き
演
奏
団
体
を

結
成
し
、
長
老
指
南
役
の

指
導
の
も
と
に
若
年
の
人

々
も
多
数
参
加
し
て
お

り
、
多
く
の
民
俗
芸
能
に

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
将
来

へ
の
悲
観
的
な
見
通
し

も
、
こ
の
芸
能
に
関
す
る

限
り
見
ら
れ
な
い
。
因
み

に
十
二
段
舞
楽
は
去
る
昭

和
二
十
七
寒
国
の
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
芸
能
の
創
始
に
つ

い
て
は
定
か
で
は
な
い
が

延
宝
八
年
（
一
六
七
四
）

社
家
小
国
弾
正
の
編
述
し

註
3

図1小国神社附近の地図

至
静
岡

島
田

團
二
二

同
剛
国
記
］
遠
江
森
　
飯
田

　
　
　
L
『
－
▼
●
　
　
山
梨

天
竜

土
山
一

袋
井

磐
田

太
田
川

牛
二
俣
灘

浜
松

東海道棚
至
豊
橋

天
竜
川

た
『
遠
州
周
智
郡
一
宮
記
録
』
に
は

　
「
…
前
略
…
勅
幣
無
慨
怠
就
中
文
武
天
皇
大
宝
元
年
辛
己
春
十
八
日
之
勅
幣
厳

重
而
被
為
授
舞
楽
十
二
段
御
神
事
勤
畢
　
爾
来
年
々
二
月
十
八
日
勅
幣
勅
使
則
勅

使
壇
坐
当
否
神
事
舞
楽
有
之
也
…
下
略
…
」

と
あ
り
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
に
舞
楽
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
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が
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
我
国
に
お
い
て
舞
楽
の
成
立
そ
の
も
の
が
認
め
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
が
ら
、
当
社
へ
の
舞
楽
の
伝
来
は
時
代
を
下
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
同
書
に
よ
れ
ば
、

　
「
…
勅
使
之
例
廃
而
神
主
使
役
勤
来
也
、
故
二
三
社
モ
勅
願
造
也
、
舞
楽
之
真

似
比
（
事
か
）
モ
干
今
回
而
年
々
二
月
十
八
日
之
御
祭
三
相
勤
也
」

　
と
も
あ
り
、
勅
使
の
参
向
が
建
武
年
中
迄
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
合
す
れ

ば
、
或
い
は
当
社
へ
の
舞
楽
伝
来
は
平
安
朝
時
代
よ
り
鎌
倉
時
代
に
亘
る
間
で
は

な
か
っ
た
か
と
も
推
則
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
に
は
中
央
に

お
い
て
、
天
皇
貴
族
の
発
願
に
な
る
寺
社
の
法
会
神
祭
に
お
い
て
は
、
必
ず
雅
楽

の
奏
楽
や
舞
楽
の
奉
奏
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
ま
た
勅
使
な
ど
の
参

向
が
行
わ
れ
る
地
方
の
寺
社
や
、
中
央
と
の
交
流
の
繁
く
行
わ
れ
た
地
域
の
寺
社

で
も
中
央
の
様
式
を
採
り
入
れ
、
舞
楽
を
用
い
た
神
事
や
法
会
が
営
ま
れ
た
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
寺
社
の
記
録
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
当
社
に
現
存
す
る
舞
楽
関
係
の
文
献
は
あ
ま
り
多
く
は
な
く
、
し
か
も
江
戸
時

代
延
宝
回
申
（
一
六
七
三
～
一
六
八
○
）
よ
り
貞
享
（
一
六
八
四
～
一
六
八
七
）

元
文
年
中
（
一
七
三
六
～
一
七
四
〇
）
に
亘
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
な
か
で

　
註
4

も
、
『
古
式
舞
楽
写
本
』
は
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五

ゾ
の
二
度
に
亘
っ
て
書
写
さ
れ
た
十
二
段
舞
楽
の
舞
に
関
す
る
伝
書
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
書
写
の
奥
書
に

　
「
此
三
舞
様
々
手
数
多
三
共
、
未
に
分
明
な
ら
ず
、
如
斯
つ
な
ぎ
計
三
者
也
」

　
と
あ
り
、
ま
ず
当
時
迄
に
お
け
る
舞
の
手
の
伝
承
が
可
成
乱
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
、
そ
れ
が
為
に
そ
れ
迄
の
伝
書
の
内
容
を
再
編
の
上
書
写
し
、
舞
の

手
順
書
と
し
て
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
5

　
又
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
編
述
さ
れ
た
『
遠
州
一
宮
御
神
宝
御
入
用
目

論
見
帳
』
は
、
社
殿
の
修
復
に
際
し
、
当
社
の
新
調
す
べ
き
什
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
舞
楽
各
曲
の
面
、
衣
服
な
ど
の
品
々
の
名

称
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
文
献
の
書
写
及
び
述
作
の
年
代
、
ま
た
記
述
の
内
容
か
ら
推
し
て
少

く
と
も
元
禄
期
を
中
心
し
た
前
後
の
時
期
に
亘
っ
て
、
十
二
段
舞
楽
の
内
容
の
上

に
何
ら
か
の
更
新
、
改
訂
の
為
さ
れ
た
こ
と
が
推
則
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
6

　
又
、
文
献
と
は
別
に
口
碑
と
し
て
、
こ
の
舞
楽
が
大
阪
の
『
天
王
寺
舞
楽
』
か

ら
伝
授
さ
れ
た
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
社
に
近
在
す
る
山
名
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
7

社
の
舞
楽
に
関
す
る
伝
書
、
『
舞
楽
指
南
書
』
に

　
「
遠
州
山
名
郡
飯
田
之
江
　
氏
神
牛
頭
天
王
御
祭
礼
　
九
拾
七
年
以
前
乙
未
之

年
迄
中
絶
仕
申
に
付
　
右
翌
年
丙
午
三
年
三
国
天
王
寺
に
て
伝
来
由
　
其
よ
り
今

に
至
三
三
来
り
申
通
御
祭
礼
三
三
…
下
略
…
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
編
著
で
あ
る
か

ら
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
一
旦
中
絶
し
た
舞
を
天
王
寺
か
ら
習
い
伝
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
8

至
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
『
山
名
神
社
に
行
わ
れ
る
舞
の
内

容
』
は
、
十
二
段
舞
楽
、
天
王
寺
舞
楽
と
は
程
遠
く
異
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
口
碑
や
文
献
の
記
述
か
ら
遠
江
に
伝
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
芸
能
が
、
少
く
と

も
江
戸
時
代
に
は
天
王
寺
の
舞
楽
と
何
ら
か
の
係
合
い
を
持
ち
、
当
地
に
影
響
を

齎
し
た
も
の
と
も
推
則
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
十
二
段
舞
楽
は
祭
礼
の
当
日
、
御
渡
と
神
事
の
後
神
社
の
境
内
に
設
け
ら
れ
た

舞
殿
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
舞
殿
は
本
殿
の
正
面
を
少
し
東
に
は
ず
し
て
対
面
し
て

二
一
二
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遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

轟
手

踊
鑓

図
2
　
小
国
神
社
境
内
見
取
略
図

写真2十二段舞楽舞殿

建
て
ら
れ
た
約
十
ニ
メ
ー

ト
ル
四
方
、
入
母
屋
造
り

の
建
物
で
（
写
真
2
、
図

2
参
照
）
、
後
方
に
は
楽
屋

が
あ
り
、
楽
屋
と
舞
殿
と

の
間
は
、
一
円
三
メ
ー
ト

ル
、
長
さ
約
十
八
メ
ー
ト

ル
の
渡
廊
下
に
よ
っ
て
結

ば
れ
て
い
る
。
こ
の
渡
廊

下
は
、
単
に
舞
人
の
出
退

場
の
為
に
使
用
さ
れ
る
の

み
で
は
な
く
、
舞
楽
の
構

成
上
演
技
を
行
う
場
と
し

て
、
そ
れ
は
能
舞
台
に
お

舞
　
殿
　
　
渡
廊
下

楽
　
屋

本
　
殿

　　11

拝
　
殿

参
　
道
　
石
　
畳

御
札
所

二
四

け
る
橋
懸
り
に
似
た
よ
う
な
用
途
を
持
っ
て
い
る
。

　
十
二
段
舞
楽
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
全
部
で
十
二
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
祭
礼
の
当
日
舞
楽
の
演
奏
に
先
立
っ
て
「
花
の
舞

」
が
奏
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
番
外
と
し
て
扱
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
十
二
段
の
曲
日
［
の

中
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
次
の
表
は
、
十
二
段
の
曲
目
を
演
奏
順
に
掲
げ
、

各
々
の
曲
日
の
樵
成
員
数
を
示
し
、
且
つ
伴
奏
楽
曲
と
楽
器
編
成
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
　
図
3
　
小
国
神
社
十
二
段
舞
楽
曲
目
［
覧
表

7
6
　
1

，」、
3 2 1 番演

?t

二に

ﾌ
舞
誤

安究

?ﾜ

痩ﾛ

級
ま
つ
く
麟

1恭
ｽa

�
ﾈ

鳥考

ﾌ
舞
系

蝶量

rう
ｦ
量
舞
蕊

色名

痘
ﾙ

灘
舞
ぶ
曲
名

大
二
人
人

大
二
人
入

子
四
供
人

子
四
供
人

子
四
供
人

子
四
供
人

大
二
人
人

子
二
供
人

舞
人
構
成
員
数

当
曲

大大幕
}
楽

当蘭

ﾈ條

当蘭

ﾈ條

当蘭

ﾈ條
蘭
條

伴
奏
楽
曲

全
　
　
右

鉦太
ﾛ鼓
P　1

全
右

全
右

全
右

全
右

全
右

笛鉦太

ﾛ鼓

T11

伴
奏
楽
器
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12 11 10 9

回し1

R子回し

織
蘇
そ

陵
呈
う
王
ぢ

抜馨

ｪ言

伏 利り

せ）三三
舞ま 舞課 麟

大 大 大 子　大

三人 一人 一人 八供一人

前 人 人 人　人

当蘭 当 当 当

曲直 曲 曲 曲

笛鉦太
　鼓鼓

511

全
　
　
右

脳
　
　
右

全
　
　
右

曲
目
の
呼
称
に
つ
い
て
「
遠
州
周
智
郡
一
宮
記
録
」
　
「
遠
州
一
宮
御
神
宝
御
入
用
目
論

見
帳
」
に
は
漢
名
が
施
さ
れ
て
あ
り
、
　
「
古
式
舞
楽
写
本
」
に
は
仮
名
で
記
さ
れ
て
あ

る
の
で
三
者
を
勘
合
し
て
漢
名
と
ふ
り
仮
名
を
加
え
た
。

　
こ
れ
ら
の
曲
名
を
み
れ
ば
、
先
ず
そ
の
大
部
分
の
曲
が
宮
内
庁
を
初
め
と
し
て

註
9『

京
都
、
奈
良
、
大
阪
』
に
伝
承
さ
れ
る
（
以
後
「
十
二
段
舞
楽
」
と
こ
れ
ら
の

舞
楽
と
の
混
同
を
さ
け
る
為
に
「
中
央
の
舞
楽
」
と
称
す
る
）
現
行
の
或
は
す
で

に
排
絶
し
た
舞
楽
の
曲
名
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
各
曲
に
お
け

る
舞
の
構
成
員
数
も
、
「
連
舞
」
、
「
安
摩
」
、
「
二
の
舞
」
の
二
名
、
「
蝶
の

舞
」
、
　
「
鳥
の
舞
」
、
　
「
太
平
楽
舞
」
、
　
「
新
ま
つ
く
舞
」
の
四
名
、
抜
頭
舞
、

　
　
　
　
　
註
1
0

「
陵
王
舞
」
、
　
『
盗
塁
利
舞
』
の
一
名
は
中
央
の
舞
楽
に
お
け
る
現
行
の
も
の
と

一
致
す
る
。

　
た
だ
中
央
の
舞
楽
に
お
け
る
よ
う
な
左
右
両
部
の
組
み
合
せ
ば
判
然
と
し
な
い

が
、
　
「
蝶
」
と
「
鳥
」
、
　
「
安
摩
」
と
「
ニ
ノ
舞
」
、
　
「
陵
王
」
と
「
納
曽
利
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
1

の
演
奏
順
序
は
、
や
は
り
『
三
舞
』
の
残
影
を
忍
ば
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
曲
名
や
舞
人
構
成
の
上
に
お
い
て
中
央
の
舞
楽
と
甚
だ
近
い
類

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
ご
段
舞
楽
に
つ
い
て

似
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
類
似
性
は
又
舞
楽
の
構
成
や
故
実
の
上
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
　
「
連
舞
」
は
鉾
を
持
っ
た
二
人
の
童
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
舞
の
手
の
中
に
非
常
に
単
純
化
さ
れ
て
は
い
る
が
鉾
を
打
振
る
手
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
じ
ょ
う

し
か
も
こ
の
伴
奏
楽
に
は
「
蘭
條
」
と
称
す
る
曲
が
奏
さ
れ
る
。
こ
の
「
蘭
條
」

　
　
　
　
註
1
2

は
恐
ら
く
『
乱
声
』
の
誰
字
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
　
「
新
楽
乱
声
」
、
　
コ
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
3
え
ん
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ
ぼ
こ

麗
乱
声
」
を
伴
奏
に
舞
わ
れ
る
『
振
鉾
』
の
第
三
節
目
す
な
わ
ち
「
合
せ
鉾
」
の

構
成
を
受
継
い
で
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
よ
う
び
ん

　
次
に
「
鳥
舞
」
、
「
蝶
舞
」
の
曲
舞
は
、
古
来
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
「
迦
陵
頻
」
、

「
胡
蝶
」
の
略
称
と
し
て
云
わ
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
り
、
十
二
段
舞
楽
に
お
い
て

も
蝶
舞
が
「
庭
小
鳥
」
と
別
称
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
両
舞
に
は
先
ず
「
季
世
」
が
奏
さ
れ
、
こ
の
間
に
舞
人
が
登
場
す
る
。
　
2
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

次
い
で
当
曲
が
舞
わ
れ
、
難
曲
の
奏
楽
中
に
舞
人
が
退
出
し
て
行
く
構
成
が
採
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
2
参
照

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
中
央
の
舞
楽
に
お
い
て
、
　
『
古
楽
乱
声
』
の
内
に
舞
人
が

　
　
　
　
註
1
4
　
　
　
　
　
註
1
5
い
り
あ
や

登
署
し
、
『
音
取
』
、
　
『
忍
業
』
、
　
『
入
綾
』
に
て
退
出
す
る
「
迦
陵
頻
」
、

註
1
2
参
照
　
　
註
1
6
こ
ね
と
り

『
高
麗
乱
声
』
、
『
小
音
取
』
、
「
当
曲
」
、
「
入
綾
」
に
て
退
出
す
る
「
胡
蝶

」
と
大
略
同
じ
構
成
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　
ま
た
太
平
楽
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
楽
曲
の
旋
律
の
中
に
、
中
央
の

舞
楽
に
お
け
る
当
曲
の
旋
律
と
同
じ
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
他
に
、
舞
楽
の
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
ゆ
き
　
　
　
　
は
　
　
　
　
き
ゆ
う

の
上
に
お
い
て
も
、
　
「
道
行
」
、
　
「
破
」
、
　
「
急
」
の
三
部
構
成
を
想
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。

　
「
安
摩
」
、
「
二
之
舞
」
は
古
来
よ
り
一
連
の
舞
楽
と
し
て
行
な
わ
れ
て
来
た

が
、
中
央
に
お
い
て
「
二
之
舞
」
は
失
隠
し
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点

二
五



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

「
十
二
段
舞
楽
」
で
は
こ
の
舞
の
古
態
を
伝
承
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
先
ず

　
あ
ま
　
註
レ
そ
う
め
ん

「
安
摩
」
は
『
雑
面
』
と
称
す
る
紙
製
の
面
を
着
け
、
手
に
は
笏
を
持
っ
て
舞
う

が
、
こ
の
姿
は
十
二
段
舞
楽
の
「
安
摩
」
も
同
様
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
安
摩
」

の
舞
人
が
舞
い
終
っ
て
退
場
す
べ
く
渡
廊
下
を
通
る
時
、
「
二
の
恥
し
の
舞
人
が

登
場
し
、
二
人
の
内
翁
の
方
が
安
摩
の
舞
人
に
笏
を
乞
う
が
安
心
の
舞
人
は
こ
れ

を
拒
否
し
楽
屋
に
退
出
す
る
と
い
っ
た
所
作
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
所
作
に
つ
い
て

　
　
註
1
8

は
、
　
『
教
訓
龍
巻
二
』

三
・
舞
三
三
鑛
搬
彌
臨
煉
鋤
レ
楽
屋
シ
テ
先
至
言
、
毒
二

出
替
腰
ヲ
ヤ
ラ
シ
テ
笏
ヲ
コ
フ
ヨ
シ
ヲ
ス
…
下
略
…
」

　
と
あ
っ
て
、
十
二
段
舞
楽
の
「
二
之
舞
」
が
か
な
り
古
い
故
実
を
伝
承
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
先
述
の
如
く
、
こ
の
舞
は
中
央
の
舞
楽
に
お
い
て
は

す
で
に
失
伝
し
て
い
る
為
、
こ
の
舞
の
古
態
や
故
実
を
う
か
が
う
上
に
は
真
に
貴

重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
述
べ
来
っ
た
如
く
、
小
国
神
社
の
十
二
段
舞
楽
は
、
民
俗
芸
能
化
さ
れ
た

舞
楽
と
い
う
も
、
舞
の
構
成
や
故
実
の
上
に
お
い
て
可
成
り
正
確
な
伝
承
を
も
っ

て
今
日
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
舞
楽

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
て
や
舞
楽
の
構
成
、
故
実
な
ど
の
外
郭
的
な
面
か
ら
の
み
で
な

く
、
個
々
の
曲
に
お
け
る
舞
の
動
き
や
組
成
、
又
音
楽
の
旋
律
や
リ
ズ
ム
の
構
造

な
ど
の
内
面
的
な
も
の
の
な
か
に
も
そ
う
し
た
要
素
が
見
出
せ
ら
れ
ぬ
か
と
考
え

る
。　

こ
こ
に
十
二
段
舞
楽
中
の
「
太
平
楽
」
を
抽
出
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
を
抽

出
し
て
み
た
。
先
ず
次
項
に
お
い
て
、
太
平
楽
の
舞
の
構
成
と
動
き
を
中
心
に
し

て
分
析
を
試
み
て
み
た
。

註
2

註
3

註
4

註
5

註
6

二
六

遠
州
周
智
郡
一
宮
記
録
（
小
国
神
社
蔵
）

「
…
前
略
…
右
四
ケ
寺
平
僧
也
鮨
詰
四
人
ノ
内
彫
上
リ
ニ
仕
遺
旨

御
祭
礼
の
御
練
の
三
三
舞
楽
笛
先
年
ヨ
リ
此
社
僧
役
也
」

　
　

縦
3
，
セ
ン
チ
、
横
1
ー
セ
ン
チ
艇
丁
か
ら
な
る
線
装
本
で
小
国
神
社
に
蔵
さ
れ
、
当
社

　
　

に
関
す
る
縁
起
、
年
中
恒
例
行
事
、
社
領
、
末
社
な
ど
の
諸
項
に
亘
っ
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
奥
に

延
宝
八
年
申
卯
月
六
日
　
小
国
弾
正
圃

と
あ
る

縦
1
3
セ
ン
チ
横
8
セ
ン
チ
仮
綴
本
2
8
丁
か
ら
な
る
（
小
国
神
社
蔵
）

本
文
に
掲
げ
た
奥
書
に
続
い
て

延
宝
五
年

　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
武
左
衛
門

　
　
二
月
吉
日

一
、
羅
臼
に
重
伝
外
手
無
為
也

　
　
貞
享
二
年

　
　
　
　
五
月
廿
＝
百
写
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
大
郎
左
衛
門
　
花
押
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

と
あ
り
、
十
二
段
の
舞
の
手
順
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
な
お
末
に
こ
の
書
が
周
智
郡

園
田
村
菅
沼
幸
太
郎
氏
の
所
蔵
本
で
昭
和
四
年
四
月
に
当
社
に
寄
贈
さ
れ
、
当
社
の

蔵
に
な
っ
た
と
の
識
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

縦
乳
セ
ン
チ
、
横
a
セ
ン
チ
　
仮
綴
本
　
小
国
神
社
蔵

　
ワ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
書
に

隠
者
今
度
御
修
覆
成
願
上
の
御
神
宝
御
入
用
積

書
引
手
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
江
一
宮
神
主

元
久
三
年
午
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
弾
　
正

と
あ
る
。

平
安
朝
来
雅
楽
の
楽
所
は
御
所
、
南
都
興
福
寺
、
大
阪
四
天
王
寺
の
三
ケ
所
に
設
け

ら
れ
た
。
こ
れ
を
三
方
楽
所
と
い
う
。
天
王
寺
舞
楽
と
は
天
王
寺
臥
所
に
伝
承
さ
れ

る
舞
楽
で
、
主
に
四
．
天
王
寺
に
営
ま
れ
る
法
会
に
演
ぜ
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
故
に
宮

廷
舞
楽
と
は
異
っ
た
故
実
や
様
式
を
今
日
伝
承
し
て
い
る
。
こ
の
田
所
に
お
け
る
楽

人
達
は
祖
を
秦
河
勝
と
し
東
儀
、
園
、
岡
、
林
等
の
姓
を
以
っ
て
参
仕
し
て
い
た
。



註
7

註
8

註
9

註
1
0

縦
3
5
セ
ン
チ
、
横
％
セ
ン
チ
線
装
本
上
（
4
0
丁
）
下
（
3
0
丁
）
二
冊
よ
り
な
る
　
山

名
神
社
舞
楽
保
存
会
蔵

奥
書
に

右
御
祭
礼
舞
物
指
南
仕
候
儀
毎
年
三
二
指
南
仕
申
候
へ
共
、
楽
打
子
孫
細
少
御
座

候
に
付
、
指
南
仕
申
儀
不
能
　
廿
年
余
抜
者
指
南
仕
候
　
本
年
楽
打
指
南
仕
申
候
へ

ど
も
少
量
相
違
之
儀
御
座
候
に
付
、
悪
敷
所
本
年
も
指
南
仕
候
、
右
御
祭
礼
舞
物
之

次
第
出
付
御
神
前
曲
筆
御
座
候
付
向
後
如
何
様
密
儀
御
座
候
而
も
相
違
之
儀
無
御
座

候
様
に
と
二
三
前
々
之
通
、
相
違
無
御
座
候
様
に
銘
々
斬
付
御
神
前
に
奉
納
申
候

壬
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
巳
七
拾
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
松
孫
兵
衛

元
禄
拾
四
辛
巳
九
月
吉
日

と
あ
る
。

山
名
神
社
の
舞
楽
は
現
在
例
年
七
月
盃
盤
の
土
・
日
曜
両
日
に
当
社
の
午
頭
天
王
祭

の
祭
礼
の
際
に
、
本
殿
に
対
面
し
て
建
て
ら
れ
た
舞
殿
に
行
わ
れ
る
。
曲
目
は
、
ま

　
　
　
や
つ
は
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ろ
う
　
う
で
ん

く
り
、
八
蚕
児
、
巫
女
舞
、
鶴
舞
、
獅
子
、
迦
陵
頻
、
陵
王
、
蟷
螂
、
優
填
獅
子
の

九
曲
か
ら
な
る
。
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
舞
と
音
楽
の
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る
舞
楽
と

は
趣
を
異
に
す
る
。
本
田
安
次
氏
は
「
舞
楽
に
風
流
の
混
入
し
た
も
の
」
と
の
見
解

を
述
べ
て
い
る
。
現
在
は
鈴
木
旭
氏
の
率
い
る
山
名
神
社
舞
楽
保
存
会
が
こ
の
芸
能

を
保
持
伝
承
し
て
い
る
。

「
註
6
」
に
述
べ
た
三
方
楽
所
の
伝
統
は
明
治
遷
都
后
民
間
の
雅
楽
団
体
に
受
け
継

が
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
東
京
で
は
宮
内
庁
楽
部
の
他
に
、
日
本
雅
楽
会
、
小
野

雅
楽
会
等
が
あ
り
、
名
演
屋
に
は
熱
田
雅
楽
会
が
あ
る
。
京
都
で
は
御
所
楽
人
の
系

統
を
受
け
る
平
安
雅
楽
会
、
奈
良
で
は
南
都
楽
所
の
系
統
を
受
け
る
春
日
古
楽
保
存

会
、
大
阪
で
は
天
王
寺
楽
所
の
系
統
を
受
け
る
雅
亮
会
が
あ
り
、
今
日
そ
れ
ぞ
れ
の

楽
風
を
伝
承
し
て
い
る
。

「
納
曽
利
」
は
右
方
高
麗
楽
に
属
し
、
別
称
「
双
竜
の
舞
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
二

人
舞
の
も
の
が
本
来
で
あ
る
。
し
か
し
一
人
舞
の
場
合
も
あ
り
、
こ
の
時
に
は
別
に

ら
く
そ
ん

「
落
鱒
」
と
称
す
る
。
し
か
し
南
都
楽
所
で
は
、
一
人
舞
の
も
の
を
「
納
曽
利
」
と

註
1
1

註
1
2

註
1
3

註
1
4

許
1
5

註註
17　16

註
1
8

称
し
、
二
人
舞
の
も
の
を
「
落
踵
」
と
称
し
て
そ
れ
ぞ
れ
虎
反
対
の
呼
称
砕
使
っ
て

い
る
。

舞
楽
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立
て
方
は
、
左
舞
と
右
舞
と
を
一
対
に
し
て
組
ま
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
。
従
っ
て
一
つ
の
左
舞
の
曲
に
対
応
す
る
洋
舞
の
曲
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
拝
舞
と
称
し
て
い
る
。

雅
楽
に
お
け
る
笛
と
鼓
鉦
の
楽
曲
名
で
、
拍
節
を
持
た
ず
に
各
奏
者
が
自
由
な
リ
ズ

ム
で
追
復
的
に
奏
す
る
。
乱
声
の
中
に
は
「
新
前
乱
声
」
、
「
高
麗
乱
声
」
「
古
楽

（
林
野
）
乱
声
」
、
「
小
乱
声
」
、
「
陵
王
乱
声
」
、
「
安
直
乱
声
」
な
ど
が
あ
る
。

討
王
が
商
郊
の
牧
野
に
天
神
地
砥
を
杞
つ
た
故
事
に
因
ん
で
按
舞
さ
れ
た
も
の
と
伝

え
ら
れ
る
。
平
舞
装
束
、
左
右
よ
り
一
人
つ
つ
舞
人
が
出
る
。
舞
は
三
節
に
分
れ
て

お
り
、
第
一
節
目
は
「
新
楽
乱
声
」
で
左
方
舞
人
が
、
第
二
節
目
は
高
麗
乱
声
を
伴

奏
に
右
方
舞
人
が
そ
れ
ぞ
れ
舞
う
。
第
三
節
目
は
新
楽
高
麗
両
乱
声
の
伴
奏
で
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ
せ
ぽ
こ

の
舞
人
が
揃
っ
て
舞
う
。
こ
れ
を
特
に
「
合
鉾
」
と
称
す
る
。
こ
の
舞
は
鉾
を
打
ち

振
っ
て
道
場
の
邪
気
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
作
法
に
近
い
舞
で
、
そ
の
故
に
舞
楽
演
奏

の
際
に
は
必
ず
冒
頭
に
演
奏
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

現
行
の
雅
楽
に
は
六
つ
の
調
子
が
あ
る
が
、
曲
の
演
奏
に
先
立
っ
て
そ
の
曲
の
ピ
ッ

チ
や
旋
律
の
型
を
暗
示
し
た
極
く
短
い
曲
が
演
奏
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
音
取
」
と
称

す
る
「
音
取
」
は
普
通
、
笙
、
箏
築
、
笛
の
順
で
始
め
ら
れ
、
管
絃
の
場
合
は
こ
の

あ
と
に
絃
楽
器
が
続
く
。

舞
楽
は
曲
の
終
了
と
舞
の
終
了
と
が
一
致
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
な
か
に
は
一
致
し

な
い
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
舞
が
終
了
し
、
舞
人
達
が
楽
屋
に
退
く
迄
何
回
も
そ

の
楽
曲
を
反
復
す
る
よ
う
な
退
出
法
を
「
入
綾
」
と
称
す
る
。

高
麗
楽
一
越
調
の
楽
曲
に
奏
さ
れ
る
「
音
取
」
の
一
種

雑
面
は
「
安
摩
」
の
他
に
「
蘇
妥
当
」
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
舞
に
使
用
さ
れ

る
雑
面
は
少
し
形
が
小
さ
い
。

「
教
訓
抄
」
狛
近
真
天
福
元
年

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

二
七



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

第
二
項
　
　
「
太
平
楽
の
舞
」
に
つ
い
て

　
太
平
楽
舞
は
先
掲
の
図
3
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
四
人
の
男
の
子
供
達
に
よ
っ

て
舞
わ
れ
る
。
鳥
兜
に
七
福
を
着
し
、
腰
に
太
刀
を
早
き
鉾
を
持
っ
た
そ
の
舞
装

束
（
写
真
3
、
4
、
参
照
）
は
、
甲
冑
に
身
を
固
め
、
黒
帯
を
た
ば
さ
み
、
胡
録

を
負
い
太
刀
を
楓
き
鉾
を
持
っ
た
も
の
も
の
し
い
中
央
の
舞
楽
の
太
平
楽
の
舞
装

束
（
写
真
5
参
照
）
と
は
異
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
同
じ
武
舞
で
あ
る

写真3十二段舞楽　NN太平楽舞i”

・・一
ﾁ・

二
八

　
註
1
9
ば
い
ろ

　
　
　
『
賠
朧
』
の
舞
装
束
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
も
、
　
「
賠
櫨
」
に
鳥
兜
を
着
す
る

　
　
姿
は
伝
統
的
に
天
王
寺
の
「
賠
櫨
」
の
み
に
限
ら
れ
、
宮
内
庁
を
始
め
と
す
る
他

　
　
の
演
奏
団
体
で
は
巻
嬰
冠
を
着
け
る
の
を
通
例
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に

　
　
も
述
べ
た
十
二
段
舞
楽
が
天
王
寺
よ
り
伝
授
さ
れ
た
と
云
う
口
碑
の
裏
付
を
す
る

　
　
資
料
の
一
端
と
も
な
り
得
よ
う
。

　
　
　
舞
は
構
成
や
様
式
の
上
に
お
い
て
、
十
二
曲
中
最
も
中
央
の
舞
楽
に
近
似
し
て

　
　
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
中
央
の
舞
楽
と
十
二
段
舞
楽
に
お
け
る
太
平
楽
の
舞
の
構

　
　
成
と
動
き
を
比
較
さ
せ
な
が
ら
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。
左
に
掲
げ
た
の
は
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
0

　
　
央
の
舞
楽
の
例
と
し
て
『
天
王
寺
舞
楽
の
太
平
楽
』
と
十
二
段
舞
楽
の
太
平
楽
に

臥
蕊
“
　
購
　
　
　
　
お
け
る
舞
の
構
成
と
極
く
簡
単
な
舞
の
動
作
を
記
し
、
両
者
を

　
＾
轡
賦
　
　
　
　
　
　
西

ゆ
　
　
み
キ

　
心
韓
　
懲
　
　
　
　
対
象
し
た
図
表
で
あ
る
。

　
一
二
簿
織
　
　
　
　
　
以
下
こ
の
表
を
参
照
の
上
灘
を
進
め
て
行
き
た
い
。

攣
　
膿

・
撫
　
懸
鐸

　
ミ
躍
澤
　
四
三

瓢
讐

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

“
　
㈱
　
憲
≦

　
ウ
　
　
す
モ
ァ
　
ハ
ヒ

　
　
　
　
　
　
ズ

．
．
至
険
議
事
聾
舞

、
麟
嚇
蝦

三篶顛i
　　　　　　　　　写真4　十

写
真
5
天
王
寺
舞
楽
太
平
楽

123



十
二
段
舞
楽
・
天
王
寺
舞
楽
　
太
平
楽
比
較
表

天
王
寺
舞
楽
　
太
　
　
平
　
　
楽

一
＋
二
段
舞
楽
太
　
平
　
楽

舞
の
手
及
び
動
き

奏
楽
の
楽
曲
　
　
及
び
順
序

舞
の
手
及
び
動
主
奏
誘
繕
序

道
糖
行
紡

太
食
調
音
取
「
朝
小
子
」
発
楽
楽
止
む

出
で

破
は

「
三
層
楽
」
発
楽
「
武
昌
楽
」
拍
子
十
楽
止
む

舞
楽
平
太

「
太
平
楽
曲
」
発
楽
楽
止
む

　　き

急ゆ
　　う

舞
人
立
ち
上
り
舞
い

始
め
る

6
↓
や
⑱
憩

6
、
や
審

抜
刀
し
て
輪
の
手
に

入
る

争
駆

①
↓
③
一
　
①

6
臥
以
下
こ
の

　
　
　
動
き
を
生

物
P
返
す

／
渡
り
の
手

⑱
⑱
↓
↓

審
①
吻
③
⑱

ゆ
⑱
↓
↓

審
瑠
③
憩

就鉾納台舞返以
くをめ中人す下
持る央抜
つ　に刀
て　踵の
定　居ま
位　刀ま
置　を舞

こ

の
動
き
を

繰

「
合
歓
塩
」
発
楽

「
合
歓
塩
」

小
拍
手
十
七

「
合
歓
塩
」

二
回
目
の
頭

「
合
歓
塩
」

三
回
目
の
頭

楽
止
む

乱
声
止

発
楽
と
同
時
に
舞
人

立
上
り
舞
い
始
め
る

あ
↓
φ
⑱
④

φ
．
や
⑱
⑧

抜
刀
し
て
輪
の
手
に

入
る

　
　
　
　
へ

滞
②
辛

　
過

④
ー
ー
①

　
オ

　
②
、

渡
り

以
下
こ

の
動
き

を
繰
り

返
す

「
大
平
楽
急
曲
」

発
生

⑱
④

　
　
↑
①
②
一
－
③
④
↓

審二審
6
⑱
6
⑱

以
下
こ
の
動
き
を
繰

返
す

舞
人
定
位
置
に
就
き

刀
を
納
め
る

中
央
に
寄
り
鉾
を
取

り
定
位
置
に
つ
く

楽
止
む

122
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遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

手
る
入

付
所
よ
り
鉾
取
る
手
（
入
手
）
を
舞
い
、
一
列
縦
隊
に
な
り
四
繭
よ
り
退
出
吻
⑱
盆
⑱
甲
甲
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
ゆ
き
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
き
ゆ
う

　
先
述
し
た
よ
う
に
天
王
寺
舞
楽
の
太
平
楽
は
、
「
道
行
」
、
　
「
破
」
、
　
「
急
」

の
三
部
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
十
二
段
舞
楽
の
太
平
楽
も
楽
曲
の
上
に
は
歴

然
と
し
た
区
別
は
な
い
迄
も
、
「
道
行
」
を
想
わ
す
舞
人
の
出
る
部
分
、
「
破
」

と
考
え
ら
れ
る
太
平
楽
の
当
曲
、
そ
れ
か
ら
太
平
楽
急
の
曲
と
や
は
り
三
部
の
構
…

成
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
し
き
ち
ょ
う
ね
と
り

　
先
ず
「
道
行
」
の
部
分
に
お
い
て
天
王
寺
の
太
平
楽
で
は
、
「
太
食
調
音
取
」

　
　
　
註
2
1
ち
ょ
う
こ
う
し

に
続
い
て
『
朝
小
子
』
が
発
楽
さ
れ
る
と
、
舞
人
が
一
萬
よ
り
順
次
舞
台
壇
下
で

「
鉾
取
る
手
」
を
舞
う
。
壇
下
で
は
白
丁
姿
の
鉾
持
ち
が
予
め
鉾
を
持
っ
て
待
機

し
て
お
り
、
　
「
鉾
取
る
手
」
を
舞
い
終
っ
た
舞
人
達
に
順
次
手
渡
す
。
舞
人
は
鉾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
2
ず
り
て

を
捧
げ
て
乳
量
し
、
舞
台
上
中
央
で
『
露
呈
』
を
舞
う
。
こ
の
舞
の
手
は
「
鉾
取

る
手
」
と
同
じ
手
で
あ
る
が
、
舞
台
上
に
鉾
を
持
っ
て
舞
う
と
こ
ろ
が
ら
「
出
手

播
〇

」
と
称
し
て
い
る
。
　
「
一
手
」
が
終
る
と
俗
に
「
河
渡
り
」
と
称
す
る
舞
の
手
を

行
っ
て
各
自
の
定
位
置
に
就
く
。
四
人
と
も
定
位
置
に
就
き
終
る
と
中
央
に
歩
み

寄
り
鉾
を
置
く
と
楽
が
止
み
、
「
道
行
」
は
終
了
す
る
。

　
十
二
段
舞
楽
で
は
、
先
ず
一
者
よ
り
順
次
橋
廊
下
の
楽
屋
際
で
い
わ
ゆ
る
「
鉾

取
る
手
」
を
舞
い
、
橋
廊
下
を
渡
っ
て
舞
殿
中
央
に
進
み
改
め
て
「
二
手
」
を
舞

い
定
位
置
に
就
く
。
全
員
四
人
が
揃
う
と
中
央
に
歩
み
寄
っ
て
鉾
を
置
く
。
但
し

こ
の
間
奏
楽
は
行
わ
れ
ず
、
舞
は
終
始
無
音
の
裡
に
行
な
わ
れ
る
。
た
だ
一
者
と

四
者
が
舞
殿
に
「
出
手
」
を
舞
う
際
、
太
鼓
が
舞
人
の
足
拍
手
に
合
わ
せ
て
打
た

れ
る
。
　
「
鉾
取
る
手
」
は
両
手
を
左
右
に
打
振
っ
て
足
踏
を
す
る
単
純
な
も
の
で

は
あ
る
が
、
舞
の
形
の
中
に
天
王
寺
の
舞
の
手
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
道
行
」
に
お
け
る
舞
の
手
順
は
両
者
大
略
同
じ
で
あ
る
と
い
え

る
。
ま
た
舞
人
が
定
位
置
に
就
い
た
際
、
相
互
に
向
い
合
う
の
も
全
く
同
じ
で
あ
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
お
ぶ
し
ょ
う
ら
く

　
「
破
」
は
天
王
寺
の
太
平
楽
で
は
『
武
昌
楽
』
が
慰
楽
さ
れ
、
前
半
部
は
鉾
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
鍵

持
た
ず
両
手
を
剣
印
に
結
ん
で
前
後
或
は
向
い
合
っ
て
舞
う
。
途
申
『
拍
子
十
』

の
箇
所
迄
楽
曲
が
進
む
と
舞
人
は
向
い
合
っ
て
鉾
を
取
る
。
鉾
を
取
っ
て
か
ら

は
、
前
後
、
内
側
、
外
側
と
身
体
の
方
向
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
鉾
を
振
る
、
鉾
を

立
て
る
、
鉾
を
捧
げ
る
な
ど
の
手
を
繰
返
し
行
う
。
就
中
舞
人
の
身
体
の
位
置
方

向
と
鉾
を
扱
う
舞
の
手
と
は
組
合
わ
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
を
成
し
て
お

り
、
内
側
及
び
外
側
を
向
い
た
際
に
は
鉾
を
立
て
て
落
居
る
手
が
、
前
後
方
向
の

　
　
　
　
　
　
　
註
2
5

時
は
鉾
を
捧
げ
て
『
踊
る
』
手
が
主
な
動
き
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
最

後
は
鉾
を
中
央
に
置
き
定
位
置
に
戻
っ
て
平
居
の
ま
ま
「
急
」
の
発
楽
を
待
つ
。



　
十
二
段
舞
楽
の
太
平
楽
で
も
前
半
は
鉾
を
持
た
ず
に
素
手
で
舞
う
。
舞
人
の
位

置
方
向
は
天
王
寺
舞
楽
の
太
平
楽
と
同
じ
く
前
後
、
内
側
、
外
側
と
移
動
す
る
。

舞
の
手
は
単
純
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
舞
楽
の
共
通
し
た
特
徴
で
も
あ
る
一
つ
の

舞
の
手
を
位
置
を
変
え
て
相
称
的
に
繰
り
返
す
「
ヘ
ン
ポ
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

後
半
か
ら
鉾
を
取
り
、
前
半
と
同
様
の
位
置
方
向
で
鉾
を
捧
げ
た
り
、
立
て
た

り
、
振
っ
た
り
す
る
。
舞
人
の
位
置
方
向
と
鉾
を
扱
う
動
作
と
が
結
び
つ
い
て
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
天
王
寺
舞
楽
の
場
合
と
同
様
で
、
数
度
に
亘
っ
て

「
ヘ
ン
ポ
」
が
繰
り
返
え
さ
れ
る
。
就
中
外
側
、
内
側
を
向
い
た
際
に
鉾
を
床
に

立
て
二
回
に
亘
っ
て
落
居
る
動
作
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
天
王
寺

舞
楽
の
舞
の
手
の
パ
タ
ー
ン
と
合
致
し
て
真
に
興
味
深
い
。
鉾
の
舞
が
終
了
す
る

と
舞
人
は
鉾
を
舞
殿
中
央
に
置
き
定
位
置
に
就
い
て
躇
評
す
る
。

　
「
急
」
を
更
に
分
析
す
る
と
次
に
示
す
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
武
具
を
持
た
ず
素
手
で
舞
う
部
分

　
②
　
抜
刀
し
輪
を
訂
す
部
分

　
㈲
渡
り
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
％
が
っ
た
ん
え
ん

　
先
ず
天
王
寺
舞
楽
で
は
『
合
歓
塩
』
が
発
楽
さ
れ
、
「
小
拍
子
1
7
（
最
初
の
楽

節
の
反
復
の
頭
よ
り
）
」
か
ら
立
ち
上
っ
て
舞
い
始
め
る
。
短
長
を
し
て
左
右
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
9
参
照

差
し
な
が
ら
位
置
を
前
後
に
移
動
し
つ
つ
舞
っ
て
行
く
。
「
小
拍
子
9
7
（
二
回
目
の

反
復
の
最
初
の
楽
節
よ
り
）
」
に
至
る
と
抜
刀
し
、
太
刀
を
左
右
に
打
振
り
な
が

ら
輪
の
手
に
入
る
。
そ
の
位
置
の
移
動
の
有
様
は
先
の
対
象
図
に
示
し
て
あ
る
よ

う
に
内
側
、
外
側
の
順
で
旋
回
し
な
が
ら
八
回
位
置
を
変
え
て
も
と
の
定
位
置
に

戻
る
。
次
い
で
抜
刀
の
ま
ま
渡
り
の
動
作
に
移
る
が
、
刀
を
上
方
に
差
す
手
を
繰

　
　
　
　
　
遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

り
返
し
な
が
ら
八
回
に
亘
っ
て
渡
り
を
行
う
。
こ
の
動
作
が
終
わ
る
と
奏
楽
が
止

　
　
　
　
註
2
7
ふ
き
ど
め
く

み
、
乱
声
の
『
吹
止
句
』
が
奏
さ
れ
、
舞
人
た
ち
は
刀
を
下
げ
舞
台
中
央
に
寄
り

踵
点
し
刀
を
納
め
る
。
こ
う
し
て
「
急
」
は
終
了
す
る
。

　
十
二
段
舞
楽
で
は
、
先
ず
急
の
曲
の
笛
の
発
楽
と
同
時
に
舞
が
始
ま
る
。
最
初

註
2
8
か
き
あ
わ
せ

ば
『
掻
合
』
の
如
き
舞
の
手
が
前
後
、
内
側
、
外
側
と
方
向
を
変
え
て
行
わ
れ
、

次
に
抜
刀
す
る
と
輪
の
動
作
に
入
る
。
そ
の
移
動
の
有
様
は
図
に
示
し
た
よ
う
に

内
側
の
み
で
四
回
の
移
動
に
よ
っ
て
定
位
置
に
戻
る
。
　
一
回
位
置
を
変
え
る
毎
に

足
踏
み
を
し
な
が
ら
刀
を
上
に
か
ざ
す
所
作
が
行
わ
れ
る
。
輪
の
手
が
終
る
と
渡

り
の
手
に
入
る
。
渡
り
は
前
後
六
回
に
亘
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
間
に
中
央
で
刀
を

か
ざ
し
て
手
を
開
く
所
作
が
あ
る
。
渡
り
が
終
る
と
舞
人
は
刀
を
納
め
、
定
位
置

に
就
き
鱒
居
す
る
。

　
こ
れ
で
道
行
、
破
、
急
の
三
部
か
ら
な
る
太
平
楽
の
舞
は
終
了
、
舞
人
達
が
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
9

屋
へ
退
出
す
る
為
の
入
手
が
舞
わ
れ
る
。
天
王
寺
舞
楽
で
は
先
ず
急
冷
『
合
歓
塩

の
中
段
』
が
奏
さ
れ
、
舞
人
達
は
鉾
を
取
り
向
い
合
っ
て
「
入
る
手
」
を
舞
う
。

「
入
る
手
」
は
「
道
行
」
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
出
手
」
と
同
じ
こ
と
を
四
人
が
揃
っ

て
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
列
目
遂
列
を
成
し
、
鉾
先
を
見
上
げ
つ
つ
落
居
る

動
作
を
繰
返
し
な
が
ら
登
場
の
場
合
と
は
逆
に
四
七
よ
り
順
次
退
出
し
て
行
く
。

　
十
二
段
舞
楽
で
も
同
様
の
順
序
で
冒
頭
に
行
っ
た
「
着
手
」
を
四
人
揃
っ
て
舞

い
、
舞
殿
を
橋
廊
下
の
方
へ
斜
め
に
一
列
縦
隊
と
な
り
、
四
品
よ
り
順
次
退
出
し

て
行
く
が
、
最
後
に
一
者
の
み
舞
殿
に
戻
っ
て
太
刀
の
一
人
舞
と
い
わ
れ
る
舞
を

奏
す
る
。
こ
の
演
出
は
天
王
寺
舞
楽
に
は
勿
論
中
央
の
舞
楽
に
も
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
註
3
0

し
か
し
『
教
訓
抄
』
第
三
に
は
太
平
楽
急
の
簡
単
な
舞
の
順
序
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

る
が
、
渡
り
の
と
こ
ろ
で

「
・
－
次
畷
如
．
常
此
間
在
・
秘
手
酵
鑛
暇
一
曲
日
舞
・
鶴
・
」

　
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
或
は
こ
の
記
述
に
あ
る
故
実
が
十
二
段
舞
楽
の
太
平
楽

に
伝
わ
り
、
今
日
に
残
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
十
二
段
舞
楽
に
お
け
る
「
太
平
楽
舞
」
は
、
舞
の

構
成
や
手
順
に
関
す
る
か
ぎ
り
全
ん
ど
中
央
の
舞
楽
に
お
け
る
太
平
楽
と
大
差
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
4
参
照

な
い
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
延
宝
五
年
の
書
写
に
な
る
『
小
国
神
社
蔵

古
式
舞
楽
写
本
』
の
記
述
に
見
ら
れ
る
舞
の
動
き
の
手
順
は
、
ほ
と
ん
ど
現
行
の

も
の
と
等
し
い
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
先
ず
十
二
段
舞
楽
の
舞
手
は
延

宝
年
間
よ
り
大
き
な
変
化
も
な
く
伝
承
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と

共
に
、
更
に
は
す
で
に
当
時
迄
に
伝
承
さ
れ
て
来
っ
た
太
平
楽
舞
が
、
舞
の
構
成

や
手
順
に
関
す
る
限
り
、
中
央
の
舞
楽
と
大
き
な
差
異
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
解
る
の
で
あ
る
。
他
の
舞
に
つ
い
て
も
如
上
の
分
析
を
す
す
め
て
行
け
ば
恐

ら
く
太
平
楽
に
近
い
分
析
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
未
だ

充
分
に
行
っ
て
い
な
い
の
で
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
総
合
的
な
結
果
は

い
ず
れ
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

　
次
に
太
平
楽
の
音
楽
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
舞
の
場
合

と
同
じ
よ
う
な
伝
承
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
は
次
項
に
お
い
て
述
べ
た
い
。

註
1
9

註
2
0

註
2
1

註
2
2

註
2
3

註
2
4

博通
26　25

註
2
7

註註
29　28

註
3
0

三
二

賠
腫
は
林
邑
八
楽
中
の
一
曲
で
古
楽
に
属
し
破
急
の
二
部
よ
り
成
っ
て
い
る
。

禰
福
装
束
に
太
刀
を
楓
き
鉾
、
楯
を
持
っ
て
舞
う
。
別
名
を
「
賠
腫
破
陣
楽
」
と
も

称
す
る
。
そ
の
衣
服
に
つ
い
て
は
「
楽
家
録
3
7
」
に

「
套
鑛
販
塞
東
太
難
事
・
平
信
、
楯
鉾
芸
事
蜻
藤
T
t

と
あ
る
。

太
平
楽
は
現
在
ど
の
演
奏
団
体
で
も
行
わ
れ
る
が
、
天
王
寺
以
外
の
も
の
は
「
破
」

の
舞
に
省
略
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
完
全
な
形
で
伝
承
さ
れ
る
天
王
寺
の
太
平
楽

を
参
照
し
た
。

唐
楽
太
食
調
に
属
す
る
楽
曲
で
延
四
拍
子
、
太
平
楽
で
は
、
こ
の
曲
を
道
行
と
し
「

武
昌
楽
」
を
破
と
し
「
合
歓
塩
」
を
急
と
す
る
全
く
異
っ
た
三
つ
の
曲
を
集
め
て
舞

を
構
成
し
て
い
る
。

舞
楽
で
は
舞
人
が
登
台
し
た
際
冒
頭
画
く
短
い
手
の
舞
を
奏
し
た
後
に
定
位
置
に
就

く
。
こ
れ
を
「
出
門
」
と
称
し
て
い
る
。

唐
楽
太
食
調
に
属
し
、
延
八
拍
子
の
曲
で
あ
る
。
註
2
1
に
示
し
た
よ
う
に
こ
の
曲
は

「
太
平
楽
」
の
「
破
」
に
用
い
ら
れ
る
。

雅
楽
の
音
楽
は
原
則
的
に
四
拍
単
位
、
八
拍
単
位
、
二
拍
単
位
で
一
つ
の
小
節
を
構

成
し
て
い
る
こ
れ
を
小
拍
子
と
云
う
。
更
に
こ
の
小
拍
手
が
四
つ
な
い
し
は
八
つ
集

合
さ
れ
た
小
節
を
大
拍
子
若
し
く
拍
子
と
称
し
て
い
る

舞
楽
の
舞
の
手
の
一
つ
で
跳
躍
す
る
こ
と
を
云
う
。

唐
楽
太
食
調
に
属
し
早
四
拍
子
の
曲
で
「
太
平
楽
」
の
急
に
用
い
ら
れ
る
が
、
管
絃

曲
と
し
て
よ
く
独
立
し
て
演
奏
も
さ
れ
る
。

俗
に
「
止
手
」
と
も
称
し
、
楽
曲
の
終
り
に
主
奏
者
の
み
に
よ
っ
て
奏
さ
れ
る
拍
節

の
な
い
短
い
楽
句
で
あ
る
。

舞
楽
の
舞
の
手
の
一
つ
で
両
手
を
前
に
合
わ
せ
左
右
に
開
げ
る
動
作
を
云
う
。

「
合
歓
塩
」
は
小
拍
子
1
6
単
位
で
三
つ
の
楽
節
よ
り
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
楽
節
が

反
復
演
奏
さ
れ
て
一
曲
を
成
す
。
今
そ
れ
ぞ
れ
小
拍
子
1
6
単
位
の
楽
節
を
A
・
B
・

C
と
定
め
て
、
そ
の
順
序
を
示
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
A
A
B
B
C
C
A
B
B
」
従
っ
て
中
段
と
は
B
の
部
分
を
指
す
。
な
お
太
平
楽
急

で
は
こ
の
「
合
歓
塩
」
を
三
回
反
復
す
る
。

「
教
訓
抄
」
巻
之
三
、
武
将
太
平
楽
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第
三
項
　
「
太
平
楽
舞
」
の
音
楽
に
つ
い
て

　
十
二
段
舞
楽
に
お
け
る
伴
奏
の
楽
器
は
、
先
に
掲
げ
た
レ
バ
ー
ト
リ
表
（
図
2

参
照
）
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
雅
楽
に
用
い
る
葦
笛
、
怪
鳥
直
径
八
十
セ
ン
チ
、

胴
長
約
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
な
る
丸
型
銅
の
太
鼓
、
直
径
五
十
セ
ン
チ
の
鉦
鼓
の
三

種
で
あ
る
。
（
写
真
6
参
照
）
笛
、
鉦
鼓
か
ら
な
る
楽
器
編
成
は
、
民
俗
芸
能
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1

れ
た
舞
楽
に
お
い
て
共
通
し
て
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

満
聖
櫨騒

謬
言
野

凝

写真6　十二段舞楽奏楽

た
だ
、
　
『
若
狭
の
松
尾
寺

に
伝
わ
る
仏
舞
』
の
場
合

は
、
篁
簗
、
横
笛
、
掲
鼓

太
鼓
の
編
成
か
ら
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
註
2

こ
の
点
か
ら
は
『
三
管
三

こ
口
の
編
成
を
以
っ
て
す

る
中
央
の
舞
楽
に
近
い
も

の
で
あ
り
、
真
に
珍
し
い

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、
箏
簗
の
技
法
上
の
制

約
か
ら
、
そ
こ
に
奏
さ
れ

る
音
楽
自
体
が
躍
動
感
を

失
い
、
か
っ
て
は
複
雑
で

あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る

旋
律
が
非
常
に
単
純
化
さ

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
】
，
一
段
舞
楽
に
つ
い
て

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
十
二
段
舞
楽
の
音
楽
に
は
躍
動
感
と
生
彩
が
認

め
ら
れ
る
。
む
し
ろ
松
尾
寺
の
音
楽
は
こ
う
し
た
芸
能
の
内
で
は
例
外
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
演
奏
技
法
が
至
難
で
か
つ
音
程
の
不
安
定
な
二
元
や
、
楽
器
の
保
管

の
至
難
な
笙
な
ど
の
管
楽
器
、
演
奏
技
術
の
至
難
な
謁
鼓
な
ど
の
打
楽
器
は
、
自

然
に
こ
う
し
た
芸
能
の
内
か
ら
淘
汰
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
太
平
楽
は
図
3
に
も
示
す
よ
う
に
、
太
鼓
1
、
鉦
鼓
1
、
笛
5
の
編
成
か
ら
な

り
、
こ
れ
ら
の
演
奏
は
指
南
役
が
担
当
す
る
。
就
中
太
鼓
と
鉦
鼓
と
は
指
南
役
の

長
老
が
充
た
り
、
打
楽
器
を
奏
し
つ
つ
、
楽
の
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
と
を
統
制
し
て

行
く
の
は
、
中
央
の
舞
楽
に
お
い
て
、
楽
頭
が
鶏
鼓
を
掻
き
つ
つ
楽
を
統
制
す
る

の
と
同
じ
趣
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
奏
楽
は
、
舞
殿
後
方
の
楽
屋
に
お
い
て
行
わ
れ
る

が
、
そ
の
演
奏
者
の
位
置
は
左
図
の
如
く
で
あ
る
。

図4

　
　
笛一○○○

↑
　
↑
　
↑

楽屋

○
○

↑
　
↑

大
コ

　
○
↓

　
○
↓

　
鉦
鼓

渡
　
廊
　
下

灘舞

　
さ
て
、
こ
う
し
た
楽
器
に
依
っ
て
演
奏
さ
れ
る
音
楽
の
実
態
は
い
か
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
に
、
「
太
平
楽
急
」
の
曲
を
例
に
揚
げ
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
拙
考

を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
エ
シ

　
「
太
平
楽
急
」
の
曲
は
、
「
急
の
難
曲
」
と
い
う
べ
き
部
分
と
、
「
返
」
と
称

三
三
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遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
き
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

さ
れ
る
部
分
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
お
り
、
　
「
当
曲
」
は
十
六
小
節
、
「
返
」
は
二

十
二
小
節
か
ら
な
っ
て
い
る
。
演
奏
は
、
懇
懇
が
反
復
さ
れ
た
後
、
間
断
な
く
「

返
」
の
部
分
に
入
り
、
又
「
舞
曲
」
へ
戻
る
と
い
う
よ
う
に
、
舞
の
終
了
迄
続
け

ら
れ
る
。
そ
の
演
奏
順
序
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

序
謡
曲
銅
返
洞
謡
曲
咽
返
週
謡
曲
蹴
返
咽

　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
（
序
と
い
う
の
は
極
く
短
い
笛
の
演
奏
で
あ
る
）

　
こ
の
よ
う
な
楽
式
的
構
成
を
も
っ
て
演
奏
さ
れ
る
謡
曲
は
、
中
央
の
雅
楽
と
同

じ
よ
う
に
、
序
破
急
の
テ
ン
ポ
で
以
っ
て
奏
さ
れ
る
。
発
楽
の
当
初
は
」
稿
5
0
ぐ

ら
い
の
早
さ
で
あ
る
が
反
復
さ
れ
る
に
つ
れ
て
速
度
が
漸
増
し
、
終
り
に
は
J
H

80

ｮ
ら
い
に
な
る
。
こ
の
演
奏
速
度
は
、
中
央
に
行
わ
れ
る
舞
楽
に
お
け
る
演
奏

速
度
と
あ
ま
り
大
差
は
な
い
。

　
し
か
も
、
　
「
当
曲
」
と
「
返
」
の
各
部
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
旋
律
の
各
部

に
お
い
て
、
中
央
の
舞
楽
「
太
平
楽
」
の
急
曲
で
あ
る
「
合
歓
塩
」
の
曲
と
甚
だ

類
似
し
た
点
が
見
出
き
れ
る
。
次
に
比
較
譜
を
掲
げ
、
そ
の
問
題
を
中
心
に
し
て

論
じ
て
み
た
い
。
　
（
次
頁
参
照
）

　
こ
の
比
較
譜
は
、
現
行
の
十
二
段
舞
楽
に
お
け
る
「
太
平
楽
急
」
の
曲
と
、
小

国
神
社
の
蔵
に
な
る
二
曲
の
楽
譜
、
更
に
は
中
央
の
舞
楽
に
お
け
る
「
太
平
楽
急
」

す
な
わ
ち
「
合
歓
塩
」
の
曲
と
を
比
較
す
る
為
に
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
楽
譜

中
の
一
は
、
七
月
十
五
日
小
国
神
社
舞
殿
に
お
い
て
我
々
の
為
に
演
奏
さ
れ
た
「

太
平
楽
急
曲
」
の
録
音
テ
ー
プ
か
ら
採
譜
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
曲
は
演
奏
開
始
の
当
初
よ
り
テ
ン
ポ
が
漸
次
早
く
な
っ
て
い
く
が
、

　　　＿＿．＿＿齢伽鋳郷一

1灘欝轍

三
四

聴㈹靴、幌，s　臨＃　　翰v党yv＾　転s

諜難論灘

難難蒙鷲
難1豪際糧審∴／

繊
難
愚
書
鐵
醗
織

　
　
海
難
・
繋

　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
俗
蚕

写
真
7
　
舞
楽
楽
譜
太
平
楽
急
（
小
国
神
社
蔵
）

こ
の
譜
で
は
、
旋
律
の
動
き
と
リ
ズ
ム
の
乗
り
及
び
テ
ン
ポ
が
中
央
の
舞
楽
に
最

も
近
い
部
分
を
採
り
上
げ
た
。
な
お
拍
子
は
％
拍
子
」
1
1
7
0
と
し
て
記
譜
し
た
。

　
2
は
小
国
神
社
の
所
蔵
に
な
る
「
舞
楽
楽
譜
」
（
写
真
7
参
照
）
に
収
め
ら
れ
て

い
る
太
平
楽
急
曲
を
訳
堕
し
た
も
の
を
記
載
し
た
。
こ
の
「
舞
楽
楽
譜
」
は
、
当

舞
楽
指
南
役
故
宮
谷
八
郎
氏
が
元
来
口
頭
伝
承
き
れ
て
き
た
笛
の
唱
歌
、
指
使
い

を
古
着
を
も
と
に
し
て
整
理
編
纂
し
、
楽
譜
と
し
て
上
梓
し
た
も
の
で
、
完
成
後

昭
和
四
十
二
年
に
当
社
に
奉
納
さ
れ
た
。
縦
舗
セ
ン
チ
、
横
6
5
セ
ン
チ
の
折
本
で

そ
の
書
式
は
各
曲
毎
に
仮
名
譜
が
記
さ
れ
、
そ
の
塁
審
に
小
さ
く
横
笛
の
指
譜
が
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施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
左
傍
に
に
は
、
太
鼓
の
打
所
が
朱
の
○
印
で
施
さ
れ
て
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
体
の
拍
節
の
見
当
は
つ
く
が
、
延
書
に
な
っ
て
い
る
為
、

墨
字
の
音
価
は
解
ら
な
い
。
従
っ
て
比
較
譜
に
は
指
譜
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
音
高

の
み
を
ω
の
採
譜
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
音
高
に
該
当
す
る
箇
所
に
あ
て
は
め
て
記

し
た
。
な
お
現
在
、
実
際
の
演
奏
及
び
教
習
に
は
、
こ
の
楽
譜
は
用
い
ら
れ
ず
、

昔
乍
ら
の
口
頭
伝
承
の
形
を
以
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
今
回
、
こ
の
「
舞
楽
楽

譜
」
の
編
者
故
宮
谷
八
郎
氏
が
拠
所
と
し
た
古
譜
、
及
び
そ
の
他
の
古
譜
に
つ
い

て
は
調
査
の
手
が
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
く
思

　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
い
る
。

　
眞

写
合
歓
韮
ウ
曲
蕪
難

竃
無
類
ぼ
嚢
鋤
づ

急
雷
・
図
り
か
劇
毎
ラ
鳩
フ
恥
レ

ク
重
量
六
ζ
了
中
華
T
エ
タ
エ
タ
エ
タ
ム
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛
醜

捷
翠
野
葬
紫
蒙
ア
？

卜
‘
る
ル
メ
轟
孟
ル
。
恥
ラ
バ
噛
ア
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ζ
　
　
返

　
　
　
　
　
　
　
・
弩
ユ
テ
エ
六
丁
六
ム

五
工
、
中
タ
中
期

繋
得
穿
か
課
教
魂
鋤
イ

ゆ
輩
津
講
暴
露
ア
婁

　
3
は
、
太
鼓
の
リ
ズ

ム
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
符
尾
が
上
方
を
向

い
た
音
符
は
、
拝
で
鼓

胴
を
打
つ
こ
と
を
示
し

下
方
を
向
い
た
音
符
は

鼓
面
を
打
つ
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
原
則
的
に

は
二
小
節
単
位
の
単
純

な
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
を

構
成
し
て
い
る
。

　
4
は
、
現
行
の
「
合

　
　
　
ぶ
が
く
ぶ
き
　
註
3
2

歓
塩
」
舞
楽
吹
の
『
笛

譜
』
　
（
写
真
8
）
を
訳

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

譜
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ω
と
対
比
さ
せ
る
為
に
こ
れ
に
合
せ
た
記
載
を

試
み
た
。
な
お
こ
の
訳
譜
に
際
し
て
は
、
単
に
原
譜
に
指
示
さ
れ
た
内
容
の
謙
訳

の
み
で
は
な
く
、
旋
律
、
リ
ズ
ム
な
ど
の
う
え
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
実
演
奏
に

近
づ
け
る
た
め
に
、
慣
習
的
な
奏
法
や
原
譜
に
表
記
さ
れ
て
い
な
い
要
素
も
書
加

え
た
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
比
較
譜
を
作
製
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
譜
を
通
暁
し
て
み
る
と
先
ず
、
中
央
の
舞
楽
に
お
け
る
太
平
楽
里
言
「
合
歓

塩
」
の
旋
律
が
可
成
り
正
確
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
太
平
楽

急
曲
は
、
全
体
が
十
六
小
節
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
小
拍
子
十
六
即

ち
十
六
小
節
を
単
位
と
し
て
一
つ
の
楽
句
を
構
…
成
す
る
「
合
歓
塩
」
と
全
く
同
じ

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
当
曲
は
「
合
歓
塩
」
の
最
初
の
十
六
小
節
の
変
化
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
曲
は
「
合
歓
塩
」
の
小
拍
子
　
1
6

三
つ
め
（
第
三
小
節
）
か
ら
始
ま
る
。
第
三
小
節
か
ら
第
六
小
節
迄
は
、
旋
律
進
行

に
お
い
て
も
リ
ズ
ム
型
に
お
い
て
も
大
異
は
な
い
。
第
七
小
節
以
降
は
、
一
見
す

る
と
全
然
異
っ
た
曲
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
二
小
節
単
位
の
フ
レ
ー
ズ
に
区
切
っ

て
、
詳
細
に
見
れ
ば
、
各
フ
レ
ー
ズ
の
開
始
音
、
若
し
く
は
終
止
音
が
一
致
し
て

い
る
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
開
始
音
に
至
る
迄
の
旋
律
進
行
は
そ
の

経
過
音
、
及
び
リ
ズ
ム
の
型
が
異
っ
て
も
大
略
同
じ
と
い
え
る
。
た
だ
十
二
小
節

か
ら
十
三
小
節
迄
の
旋
律
は
、
笛
の
技
法
上
に
お
け
る
問
題
か
ら
差
異
が
生
じ

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
当
曲
」
に
お
い
て
も
「
返
」
に
お
い
て

　
註
3
3
セ
メ
オ
ン
フ
ク
ラ
オ
ン

も
、
　
『
責
音
と
和
音
』
の
二
者
は
存
在
し
て
い
る
が
、
同
一
音
型
、
同
一
旋
律
型

の
内
に
お
い
て
和
音
か
ら
責
音
へ
移
行
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
現
行
雅
楽
に

お
い
て
は
、
和
音
か
ら
責
音
へ
移
行
す
る
技
法
は
、
同
一
一
州
で
微
妙
な
息
使
い

三
五



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
ご
段
舞
楽
に
つ
い
て

三
六

15
θ

1　　’ 1 I　　　I 1 ．r　　　　幽 L　　　　　　　　　　　　　　－ n ll

∠【　　　　　l　　　r 1 I　　　I ■ 冨　　　　1 ■回　　■昭　“　　1　　　　　　　　■　　　隔　　●」

凶
‘　　　　1

診　11

璽「「L　層L　l　　♂・　聖二　1 1　■工　1 1 1　　聖L　l ’　●σ　1　1　　　　　　6■　　1．　’ 1 ‘】　　‘ 姑 ♂亀　　冊

思」ノ　　¶』■

凹 lT【口 α I　　u■P 1一　　」司　　　　　　　　‘　　一」． 一■ 」」　　一 凹
1置

Q／　w

ﾆ五

軍　　　，

ｫ
　
〒 五

∬）＼　　　　一 ノ

一
「串

ｧ　丁
）
〒

、し

u
■置

一
1
【

曜「て覧　　1ム 聖L 馳二 罰
聾1

琶F
@ハーアー

，
ラ

Fチャラ‘軸’四

ﾊ 譜

　ノ、 ハ　　　ア

@幽菱」

ワ　尋
`
ヤ
ラ
ー
一
一
ロ
ラ
．
」

ワ
i戸

塵
i

　’

@ユB
’
タ
五
L

，　　　　　　　　－ 曙
ふ
r

i
菱
r

’ 1■

1
、　昌 し

1 II

■」【．　　　　　1 ’　1 「 1 ’ I
I

皿「、、　　一1●　　曙 L　I L，1 「 且　　1 o l
I

） 白 』に」 ●
1

9 ’＼ ア
＼　．

ノ
ー

1

2

3

4

引引アノ、イラリ

115



太平楽急
演奏ノ」団国神社十二段舞楽保存会

採譜小　　　野　　　功　　　龍

．δh A　　l

r

Fr 1 『　1
一．田陰24、’ノ．rl．口． 1， 」．ゴ」1 ．」 d　き隔L「“P27’曜展亀醜n’圏 1｛＿　　　＿ ‘

4

琶’－畷

中　　　タメ　　タ　メ　タ
θ

‘ノ　　　2
旧・@　2　墨 点 8θ

冒 琶

1、・羽1

チイー　　　ヤル　　ラアル　ラー

@　　　　　　1　菱1

ﾉ 　　〒　　　由
`

聾

　　　　　　　　　1
ﾜ　　　　中　　タ　ユ　　ダ　　ユタ

@　1

I
r

ド
馳

l　P「 陣

，f　　　2 翌 ｝　． 」 1　　う
旧、　　　　、 ．＿　　　　　　　kl　　k lL　　‘

）　　　ゴ　ゴ」 1　一　■ 1■　　　　7
2　　、 ●　　　　　”」」●

－「 ．，

琶 琶　　一　・一　・［8一 F

1

2

3

4

ラ　アルラヤ　アルチー
フアルロルラタア

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

θ5 P ．19r　　I k
角 1 戸q　一 L　　　　　l 閲

」【　　　　一」　　　　　　　　　　　　　　　1 ， I　　l ．■　四
1 脚一　．　．／＿。　＿一 ゴ 月　　1L 　　　　　6－「L＿－7　． ヂ　　　樹冒

一　　　　　　　　　　・唱7
」層且1 13タ ’

琶
。

町一　　　　　　　　　　　　　　蚤

?@　　　　　タノ　　タ　メタ五〒五　　　タ　　　中　タ　　　中

’価「〒亀　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　■膠　　　　　　　■皿 9
o　　　　　　　　　o、　　一

ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ

琶　　　．　一㌧　　　　　　　　　　　　　F98
`イ。。簡　　　　　　　ヤ　ル　　　ラー　ルラ　　　ロバ　　　　ノ、トー　　　　ヒャー　ル　　　　　ヒヤーハー

1・・　、 lg 1
　　，　　　　　　　　　　，　　一

@　中　　　タﾆ

ロ
　
ユ

1

ワ
　　　　　　　　　7　　　　　　　　，　　－7　　　　，

^　　タ五〒五　　　中　　　セ19

　　　、「

1 【
o 【 ■一　　　L 膠

」「　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　1 1 I　　I 1、」岬 洲
’

瓢〔　　　　㌔6　　　　　　　　　　一 8． 旧　1 躍’ 鴇一　　　　　つ9 、　　　　　戸　　　¢

℃v 」6 ●． 醒 ■ ／　　　　　　　　　　一　　　　　〉

創　　チ　　　　　ヤ　　アル
@
　
　
　
　
　
　
　
1
0
A

・ルラル・　マノ，　　．　，

1－　1　　、Fr 阯 【
．1　　　　　　．N　　l μ

， P ’ 1、四 1　置

旧覧　一．　．、1眉1、白 置　　　曜1　　1 ¢ 焔　　1”　　　　「】 6　6一亙　　　　n」■F　　▼董」■

n
1

1ムー讐Lク

@　　　7↓　町
@　タ　　五タ五タA

1 」
　　　　　　　戻　メー　ノ7・　　”　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．

Z（セメ）　　　　　中（フクラ）　　　　　　　　　　メ　　タ　中メ　タ

u」r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

旧し旨　　跳 一r ﾆ　　　■　　蟹
置．　　　．　置

ワ
琶　　　碍

@　．　》』 1

ハア・融・ルヒヤヒイー・　　　鳥　ホ　　　　ラール升一列目ウ

@　　　　　　　　　　　　　　　．　、 i．・遡」 1

1

，． @　冒　　　●　7　　‘ 19　　　9

n　　　丁　　　　中

－　　　　　　　　　　－　－，．　‘

ﾛ　　　　　　　　　　　　　セ　　　　　　　丁ユタ

lg

@　　　　L

’　　　　ユ　　　　　　タ　　　　　　　　　L

1 ♪．．
層　　　　　　　　置、 1、　1

」【　　　　　1 ρ引ロ 匿
， 置　　　　　　　15■冒 1’　1

囑
。
　
　
一
．

1 一r c ，　　　G 酵　r・　．’ ●　　　　一　　　1

，
6 ｝　　　　6　　　　　露

冒
3 1 て1

）1 幽

1

2

3

4

1

2

3

三
七

4

イイチイイリホイリ卜リヒリノレ ラタ

114



1

2

3

4

1

2

3

4

　　　　　　　　　15A　　　　　　　　、

■ 1

∠ノl　Rl　’ ，　　【189 ， ，， 9　　， ・2 ．

1　暫
冒r馬　．目　　　一　　l　　I ■■　　　　　11」L　，　　1　●■　1 ‘、 P 」．噂 ■コ．　　　　　　　　　　　畠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u ’

℃1ノ　¶国膠■　　　　　　　」」　　．　1 ．g　ru」■P　　置　」i一　「 」【＿　　　　　　　　　　　　匪

凹
●

　　　　　　　　　　6創w

@　7影
@　五　　メテ　六　　テB

ド　　‘

eメ

久メ＼ジσ　1’

』 o の
，

置■鴨　　■L 1⊥

一 　7ﾐ琶皿　　　　　　σ

．⊃JJ

畢　　　　　9　一の・

gー　ヒィヒャールウ　ヒャ　アラ　チャワ　　ヒール　ヒールピー　　　ト　　　ヲ　　　　　ホ　　　ル

A　　　　　　A　　　　　　A
．測

ド

1
1「h

秩@ド　’ ’r「
■

，
1’ e 1

1　¶」　　　　　」
し

」【　　　　　，　　　　　　　　1 」　　　　　1 「．

冒m　　　　l　　　　　　　　　r　　　　　　　　　量　　　　　6L　　　　　l 「

琶　　　＼　：多　　　　　　　皿

ウリ ー
フ

ノ、 ア 1弓 一弓

O　　　　　l
20

F『　1り 「

【 1 1 I
l！

」彫　．　　　　　　　　　　　　　　」1 ● 曹 1　き 【 l　l　　　　　k周　，、、u ・　き 膠　｝ 9　｝　．盲
四「「L　　　6　　　　　　　　　　－「 9 111　　cL

1 1　■L　l　　　　　　　　　　　I置’　　　1　■　　　1　角 ‘ 「 ¢　　1且

，
1

1　丁■f」　　　　　　　　　　一　　　　■膠　　　　　巳　｛＿ 11

琶
θ

F　　　　　　　　　　　　　　づ　　　π　　　　　　　　　　　　　　，

^　　　中　メタ　　　　　　　　テ
8　　　　　　　　1’

A －r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

8　　　　　　θ 」L　o lL屡ρ圃L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■L置 1
．琶　　．．　加 罹

A

　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　7冨
`ャ　ラ　　リ　　ヤウ　　ハーアー　　　　ラ　　　チャラ　　　　チャワ　　　　　ヒールヒ冗ル　　ピー

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪」」

：

　　ワ　　　　7ワ　　　σ

u
o

9 ザ　　　　　　　」’　　　　7 9 9　．　（　　llu

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II

∠曜「　　・ 置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π■＼
侃

璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨1
1 ■

1琶

遠
国
江
小
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

八

113



し返急楽平太

演奏　小国神社十二段舞楽保存会

採譜　小　　野　　功　　　龍ら・1 A　r　， 1　　｝Fl
1

採譜　小　　野 功 龍

■暫’　■L　n ！　　L「　，　口　　瞬

」『　h．1「■　‘　　」甑！ 」「　　同TlI『 」　　　ゴ　11 ．1　　創。魅 う　一　1 ‘1う
置〔「匹’hq　7’ 冒ρ鴨膠「　灯　7団 一　　　7　8づ 醒　　1【　　　　’．　　置▼ 1　　，．　目、　1 猛　’　　6隔

7 一琶　　「‘

`

琶『『略

` 中　　　　タメ　　タ

㌍
↓
五
．

θ　　　　♂づ’θ

ｧ　　　　ツンネ　　〒

F
↓
五u　　　　　　　　A 口

」■【　　　　　　　f　　」幽　■　」【

暫m ・■　　▼　　，　■■【「臨　　　　　、 －7　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　一 1【 店

動 ワ琶 琶
チイ…　　　ヤル　　リ

D囲．1

罹
一
　
　
ノ
レ

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

gヲ…　。　　ノレウ　　　　ト　一

P，・、山1　　　1

Fラー

1

　基

@　1l I
o

一一一・

撃
鋳
?
@
　
　
タ
　
　
〒
　
五

「
五

　　　’
ｧ　由由　　　　〒

「
五

1

Lr 1　【
」【　　　2 」 ．」　I　IIl ￥ 1　　　　1 1
冒「「L　　　　　　6コ　一「　、 置一 F「　　　γFr　一　　　」L　　I　I

去 1　　、1　　、　　1 1L　l

凸
，乞　・

琶 琶 i　レ　7dl●● o’ @・り’　●’　6 F

1

2

3

4

ラ口タアルラアルロヲイラヤラフチ

遠
国
江
小
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

A5　1 1 馳

L6「　　　　　1 h 1　　　■ L 書 駈

」【　　　　　6図 」8　　・ I　　l 1　　　　　」 ■望○　　“ ’ ■■r「　　　　　　　1 1 餌　● “
引F【L　　　鳳」 － 」膠　」」 」　　　　醒 IL　　　　　　’　　　　　冤 ρ 匪 11　■ ’ 11

一
7 ， ■ 6 層琶

ハ
　
　
．

胃 〕 ｝ラ 程 o

1」F

』
「rτ「■　　　　ワ 層

騨 7 8 ●

琶
　
⊥ 廻 Jl

ワ　　』」 7

A 1

　7　　　L

@中ﾆ

u
タ
タ

〒

r
五

一　　［

ﾜ

－　●

ｧ

’　｝「
’
1

1
一 ， 、

」【　　　　　　　● 1 1 5 書　　　　　　’
1 1 ’

■『【L　　　「 Fτ　醒 」
1 7　　　　　　ρ臨

1
’

7　　■ 8●　　　　．　「圏 ●
鴨

琶　i レ
脳＼ ／轡て＝＝メ1

1

2

3

4
，

アノ、タロヲイララフヤラチ

A
10

L

1－　・ 1 1、 、 、

冨
1 1 hL　l

1 1 」’　「 ’ F 7 F　　　　7

冒7鴨 1 1 1●　1 1 1　且 璽　　　1 ’
1

「 1　　　ρ■

亀こ』ダ 副 冨 層 ● 一1蟹」1
1　　．v 巳　■図■． 」

「 圏 1

（

〕 》 一σ　　＃ 　　　，ﾑ
冒　　　7 ， T， 7

1」「

’ 7 ，

隔
凸 9

琶

7
よ

う
」

；
　　　σ

ﾑ
　
　
μ

の
㌧
」

秒・

P＾

7

よ ・㌧2．，

1

4
五

響　　　，　　　　　　， ｛，　，

@中　　　タ 中　　〒

ワ　　　7 ，

’
五

　r

@
五
一

六

－ 　　　1

囗Z
罰　　L1」「 L　1 1　　　　邑

尉　　　　1 1 1「　1、1 蟹 1＼－ 、　1 1　　艦　置
L　’　　　　　　1 L　l 1－　1川 ’　　＝i薗 「 1

冊
‘　． 」」　　一H」」 ■　　　　　　　　　　　L

」阿一畳 ■ 」の　一」圃 ■　層． ［ ，　　I　　F、　　　　　ρ響．■竃V ■凹● －「　6LP「 1　　　　　　「L　l

創 ， でし十｛＃ 「ワ’ σ ワ モ屠 α 汐L●

1

2

3

三
九

4

ノレロ口フイヤタチノ、アタル　　廿トノ、一
フ

．
ト

112



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

に
よ
っ
て
そ
れ
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
十
三
小
節
目
の
細
い
音
感
は
、
速

に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
指
使
い
と
微
妙
な
息
使
い
と
の
両
者
を
持
っ
て
表
現
す
る
技

巧
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
息
使
い
」
の
技
法
、
飛
躍
的
な
指
使
い
の
技

法
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
そ
う
し
た
技
法
を
用
い
な
い
平
坦
な
旋
律
に
置
き

変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
概
し
て
、
十
二
段
舞
楽
の
太
平
楽
に
お
け
る
笛
の
技
法
に
は
、
中
央
の
雅
楽
に

お
け
る
よ
う
な
息
使
い
や
、
指
使
い
の
陰
影
に
飛
ん
だ
技
巧
的
な
も
の
は
見
ら
れ

な
い
が
、
比
較
的
指
使
い
の
容
易
な
近
接
し
た
指
穴
を
用
い
て
、
単
純
な
旋
律
や

音
型
を
装
飾
し
、
リ
ズ
ム
の
変
化
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
が
中
央
の
雅
楽
と
は
異

っ
た
こ
の
音
楽
を
性
格
づ
け
る
一
つ
の
特
徴
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
十
二
段
舞
楽
の
「
太
平
楽
急
曲
」
は
「
合
歓
塩
」
の
小

拍
子
三
つ
目
す
な
わ
ち
第
三
小
節
目
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
。
前
の
二

小
節
分
は
最
後
に
加
え
ら
れ
、
都
合
十
六
小
節
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
前
後
二
種
の
二
小
節
を
検
討
し
て
み
る
と
、
拍
子
、
リ
ズ
ム
の
型
は
異

っ
て
も
、
い
ず
れ
も
平
調
か
ら
上
無
（
或
は
一
越
）
を
経
て
下
蔭
へ
移
動
す
る
音

型
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
　
（
こ
の
音
型
は
「
返
」
の
三
小
節
よ
り
四
小
節
目
、
七

小
節
よ
り
八
小
節
に
も
み
ら
れ
る
）
従
っ
て
、
こ
れ
ら
前
後
の
二
小
節
は
全
く
同

じ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
　
「
合
歓
塩
」
に
お
け
る
冒
頭
の
二
小
節
が
、
十
二
段
舞
楽

の
「
太
平
楽
急
曲
」
で
は
後
尾
に
置
か
れ
た
も
の
と
断
定
し
得
る
。
し
か
も
、
こ

の
「
急
斜
」
が
反
復
さ
れ
る
と
き
、
或
は
「
返
し
」
の
曲
に
入
る
際
の
導
入
的
経

過
句
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

次
に
「
返
」
は
全
体
的
に
み
て
、
最
初
の
小
節
か
ら
第
十
六
小
節
迄
は
「
合
歓

四
〇

塩
」
の
二
段
目
す
な
わ
ち
次
の
十
六
小
節
と
合
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十

七
小
節
か
ら
二
十
二
小
節
迄
は
「
太
平
楽
急
当
曲
」
の
十
一
小
節
か
ら
十
五
小
節

迄
と
全
く
同
じ
旋
律
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
こ
れ
は
付
加
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
一
小
節
目
か
ら
六
小
節
迄
と
十
小
節
か
ら
十
四
小
節
迄
は
、
リ
ズ
ム

型
は
異
っ
て
も
旋
律
進
行
の
う
え
に
お
い
て
一
、
4
両
者
に
は
大
差
が
み
ら
れ
な

い
。
両
者
が
相
違
す
る
の
は
七
小
節
か
ら
九
小
節
に
か
け
と
十
六
小
節
目
（
二
十

二
小
節
）
で
あ
る
。
前
者
は
小
節
数
は
合
致
す
る
が
旋
律
は
全
く
変
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
返
」
の
曲
の
冒
頭
よ
り
八
小
節
が
、
四
小
節
単
位
の
旋
律
の
繰
返

し
で
あ
る
為
に
起
っ
て
き
た
現
象
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
。
し
か
も
「
合
歓
塩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
糾

に
は
十
二
段
舞
楽
の
笛
の
演
奏
に
は
見
ら
れ
な
い
『
叩
』
の
手
と
複
雑
な
半
音
階

的
な
進
行
の
音
型
が
あ
り
、
や
は
り
技
法
上
の
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
　
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

い
。
ま
た
十
六
小
節
目
（
二
十
二
小
節
目
）
は
拍
子
も
％
と
変
り
太
鼓
の
リ
ズ
ム

も
笛
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
変
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
カ
デ
ン
ツ
の
よ
う
な

も
の
と
推
則
す
る
の
で
あ
る
。
中
央
の
舞
楽
で
は
、
太
平
楽
の
三
曲
「
合
歓
塩
」

が
、
度
繰
返
し
て
演
奏
さ
れ
、
最
後
の
段
が
終
了
す
る
と
「
乱
声
止
」
と
称
し

て
、
新
楽
乱
声
の
吹
止
句
が
奏
さ
れ
る
。
こ
の
終
止
音
が
「
壱
越
」
で
あ
り
、
或

い
は
、
こ
の
小
節
に
示
さ
れ
る
変
則
的
な
リ
ズ
ム
と
D
音
に
終
始
す
る
音
高
は
、

「
乱
声
止
」
の
極
め
て
簡
略
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
名
残
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
如
上
「
返
」
の
部
分
に
は
、
　
「
合
歓
塩
」
の
二
段
目
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
て
来
た
が
、
異
っ
た
旋
律
や
リ
ズ
ム
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
「
急
当
曲
」

と
較
べ
て
み
る
と
、
か
な
り
く
つ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。



　
以
上
十
二
段
舞
楽
に
お
け
る
「
太
平
楽
舞
」
の
音
楽
に
つ
い
て
拙
考
を
述
べ
て

来
た
次
第
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
観
察
や
考
察
の
上
に
お
い
て
不
充
分
な
点
が
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
云
え
る
こ
と
は
、
舞
と
同
様
こ
の
音
楽
が
中

央
の
舞
楽
に
お
け
る
「
太
平
楽
」
の
急
曲
「
合
歓
塩
」
を
可
成
り
忠
実
な
型
で
伝

承
し
て
来
た
こ
と
に
は
肯
き
得
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
細
部
に
お
い
て
は
、
指
摘

し
た
よ
う
に
変
化
し
た
部
分
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
の
大
き
な
要
因
は
そ
の
伝

承
の
形
態
と
楽
器
の
技
法
の
問
題
に
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
前
者
に
就
い
て

は
、
先
ず
笛
の
伝
承
の
方
法
で
あ
る
が
、
楽
譜
は
存
在
し
て
も
こ
れ
に
依
ら
ず
、

専
ら
師
匠
の
笛
の
指
使
い
の
み
を
口
伝
さ
れ
る
形
を
採
っ
て
お
り
、
雅
楽
の
伝
授

　
　
　
　
註
3
5
し
ょ
う
が

に
見
ら
れ
る
『
唱
歌
』
も
行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
こ
に

多
年
の
間
に
亘
っ
て
の
伝
承
の
多
岐
を
産
み
、
漸
次
く
ず
れ
を
起
し
て
来
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
又
、
そ
れ
は
久
し
く
中
央
の
雅
楽
と
の
交
渉
を
絶
っ
た
が
故
で
も
あ

ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
、
笛
の
演
奏
技
法
の
上
に
は
、
中
央
の
雅
楽
に
お
け

る
横
笛
の
技
法
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
な
特
徴
が
揚
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ル

　
）
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（2） （（3）（4）

『
叩
く
（
打
つ
）
』
　
『
由
』
な
ど
の
技
法
は
行
わ
れ
な
い
。

一
つ
の
音
型
内
若
し
く
は
旋
律
型
の
内
に
お
い
て
「
和
音
」
か
ら
「
責
音

」
へ
の
移
行
は
行
な
わ
れ
な
い
。

指
使
い
に
よ
る
細
い
リ
ズ
ム
は
、
洋
譜
に
示
し
て
八
分
音
符
迄
で
、
そ
れ

よ
り
音
価
の
短
い
も
の
は
用
い
ら
れ
な
い
。

比
較
的
単
調
な
旋
律
は
、
中
心
音
の
指
孔
に
近
接
す
る
指
孔
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
旋
律
と
リ
ズ
ム
の
上
に
装
飾
的
な
綾
を
つ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
技
法
上
の
制
約
が
、
曲
全
体
の
姿
を
比
較
的
忠
実
な
伝
承
の
中
に

遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
こ
段
舞
楽
に
つ
い
て

も
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
推
則
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
3
1

註註
33　32

註
誕

註
3
5

相
愛
女
子
大
学
研
究
論
集
第
十
九
巻
（
昭
4
7
）
に
掲
載
し
た
拙
論
「
松
尾
寺
に
伝
承

さ
れ
る
佛
舞
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
舞
楽
龍
糊
置
」
昭
⑬
年
　
雅
亮
夕
刊

竜
笛
は
原
則
と
し
て
2
オ
ク
タ
ー
ブ
の
音
域
を
持
っ
て
い
る
が
、
標
準
の
音
を
和
と

称
し
、
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
音
を
責
と
称
す
る
。

箏
築
や
竜
笛
に
み
ら
れ
る
演
奏
技
法
の
一
つ
で
次
の
音
の
指
孔
へ
う
つ
る
前
に
そ
の

一
つ
下
の
音
の
心
得
を
す
早
く
軽
快
に
打
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
前
打
音
的
な

効
果
上
げ
る
。

箏
築
、
笛
、
笙
の
三
管
に
は
そ
れ
ぞ
れ
楽
曲
の
旋
律
を
口
頭
で
歌
う
為
の
歌
唱
法
が

あ
る
。
雅
楽
の
練
習
を
志
す
も
の
は
先
ず
、
こ
の
唱
歌
よ
く
歌
い
込
ん
で
そ
の
楽
器

の
旋
律
、
塩
梅
音
や
リ
ズ
ム
型
、
ア
ー
チ
ィ
キ
，
ユ
レ
イ
シ
ョ
ン
ア
ゴ
ー
ギ
グ
等
を
会

得
す
る
。
箏
築
と
笛
に
は
唱
歌
の
為
の
仮
名
譜
が
あ
り
、
指
骨
と
こ
の
仮
名
譜
と
の
　
1
0

両
用
に
よ
っ
て
吹
奏
す
る
の
で
あ
る
。

　
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
は
、
民
俗
芸
能
化
さ
れ
た
こ
の
類
の
芸

能
の
申
で
も
、
可
成
り
正
統
的
な
伝
承
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
論
は
、
す
で

に
先
賢
の
調
査
報
告
や
研
究
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
伝

承
の
忠
実
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
述
は
寡
聞
な
が
ら
知
る
を
得
て
い
な
い
。

し
か
る
に
私
は
今
回
の
調
査
に
も
そ
の
点
に
大
い
に
興
味
を
抱
き
、
本
論
で
も
そ

の
問
題
を
中
心
に
考
証
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
の
結
果
は
す
で
に
小
論
に
述
べ
来

っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
　
「
太
平
楽
舞
」
を
通
じ
て
舞
や
音
楽
の
実
態
な

ど
、
具
体
的
な
面
よ
り
伝
承
の
忠
実
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い

る
。
し
か
し
採
集
し
た
資
料
の
整
理
研
究
は
目
下
続
行
中
の
こ
と
で
も
あ
り
、
今

四
一



遠
江
小
国
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
十
二
段
舞
楽
に
つ
い
て

四
二

回
は
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
の
み
で
、
整
理
研
究
が
進
め
ば
或
い
は
ま
た
興
味
あ

る
問
題
や
結
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
次
第
で
あ
る
。

　
又
、
小
論
で
は
主
と
し
て
中
央
に
伝
承
さ
れ
る
舞
楽
と
の
比
較
の
上
か
ら
の
同

義
点
を
申
心
と
し
て
述
べ
て
来
た
が
、
そ
の
相
異
点
も
又
、
同
様
に
重
要
な
ウ
エ

イ
ト
を
占
め
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
研
究
調
査
は
単
に
十
二
段
舞
楽
の
芸
能

的
、
音
楽
的
性
格
を
位
置
づ
け
る
の
み
で
は
な
く
、
中
央
か
ら
地
方
へ
伝
播
し
た

我
国
音
楽
文
化
の
地
方
で
の
受
容
の
有
様
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
は
又
ひ
い
て

は
、
元
来
充
分
に
明
さ
れ
て
い
な
い
我
国
上
代
よ
り
中
世
に
亘
る
音
楽
芸
能
史
解

明
の
上
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
最
後
に
、
本
調
査
に
際
し
、
御
懇
篤
な
御
協
力
を
賜
っ
た
小
国
神
社
宮
司
水
野

修
次
氏
、
及
び
山
名
神
社
舞
楽
保
存
会
会
長
鈴
木
旭
氏
に
謝
意
を
表
し
て
掴
筆
し

た
い
。
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（
付
記
）
掲
載
し
た
写
真
の
内
、
文
献
に
関
す
る
も
の
は
馬
場
助
教
授
指
導
に
よ
る
写
真
撮
影

　
　
班
、
ス
テ
ィ
ー
ル
写
真
は
酒
井
教
授
指
導
の
写
真
班
の
撮
影
し
た
も
の
に
依
っ
た
。


